
　
農
業
者
年
金
制
度
の
　
　

　
　
　
　
改
正
に
つ
い
て

　
よ
り
多
く
の
人
が
よ
り
長
く
多
様
な
形

で
働
く
社
会
へ
と
変
化
す
る
中
で
、
長
期

化
す
る
高
齢
期
の
経
済
基
盤
の
充
実
を
図

る
た
め
、
ま
た
、
若
い
農
業
者
が
農
業
者

年
金
に
加
入
し
や
す
く
す
る
た
め
、
農
業

者
年
金
制
度
の
法
律
や
政
令
の
改
正
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
改
正
を
受
け
、
令
和
四
年
一
月
以

降
農
業
者
年
金
制
度
が
変
わ
り
ま
す
。
施

行
時
期
と
制
度
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

　
な
お
、
改
正
は
平
成
十
四
年
一
月
か
ら

始
ま
っ
た
新
た
な
年
金
事
業
（
新
制
度
）

の
み
が
対
象
で
す
。

改
正
そ
の
１

　

若
い
農
業
者
が
加
入
し
や
す
い
よ
う

　

保
険
料
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す

　
現
在
の
通
常
加
入
の
保
険
料
は
下
限
が

二
万
円
で
上
限
が
六
万
七
千
円
と
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
令
和
四
年
一
月
一
日
よ
り

三
十
五
歳
未
満
で
一
定
の
条
件
（
左
表
参

照
）
を
満
た
す
方
は
、
一
万
円
か
ら
で
も

通
常
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
は
千
円
単
位
で
選
択
可
能

で
、
加
入
途
中
で
金
額
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
通
常
加
入
で
二
万
円
未
満
の
保
険
料
を

選
択
し
て
い
る
方
が
、
三
十
五
歳
に
な
っ

た
又
は
認
定
農
業
者
に
な
っ
た
等
１
〜
５

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
に
は
、
通

常
加
入
の
保
険
料
を
二
万
円
以
上
に
変
更

又
は
政
策
支
援
加
入
の
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
下
さ
い
。

　
農
業
者
老
齢
年
金
（
通
常
加
入
さ
れ
た

方
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日

よ
り
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
間

で
受
給
開
始
時
期
を
選
択
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
裁
定
請
求
せ
ず
に
七

十
五
歳
に
達
し
た
時
は
、
七
十
五
歳
か
ら

年
金
を
受
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
通
り
六
十
歳
以
上
六
十
五

歳
未
満
の
間
で
繰
り
上
げ
受
給
を
選
択
す

る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
特
例
付
加
年
金
（
政
策
支
援
加
入
さ
れ

た
方
）
に
つ
い
て
は
、
特
例
付
加
年
金
の

受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
い
つ
で
も

受
給
開
始
時
期
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
例
付
加
年
金
の

受
給
要
件
は
、
以
下
の
通
り
で
す
。

①
六
十
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
に
お
い

て
二
十
年
以
上
の
保
険
料
納
付
済
期

間
等
を
有
し
て
い
る
こ
と

②
農
業
を
営
む
者
で
な
い
こ
と
（
経
営

継
承
を
完
了
し
て
い
る
こ
と
）

③
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

　
新
制
度
の
農
業
者
年
金
は
積
立
方
式
の

確
定
拠
出
型
年
金
で
あ
り
、
受
け
取
る
年

金
額
は
自
ら
が
積
み
立
て
た
保
険
料
の
総

額
と
そ
の
運
用
成
績
に
応
じ
て
決
ま
り
ま

す
。
一
般
的
に
は
運
用
期
間
を
長
く
す
る

こ
と
で
、
年
金
原
資
の
充
実
が
期
待
で
き

ま
す
が
、
運
用
成
績
に
よ
っ
て
は
必
ず
し

も
年
金
額
が
増
え
る
と
は
限
ら
ず
、
マ
イ

ナ
ス
運
用
が
続
い
た
場
合
に
は
年
金
額
が

減
少
す
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
の
で
よ
く

理
解
し
た
上
で
受
給
を
開
始
す
る
時
期
を

選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
農
業
者
年
金
に
加
入
で
き
る
の

は
、
農
業
に
従
事
す
る
方
で
、
二
十
歳
以

上
六
十
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
一
号
被
保

険
者
で
す
が
、
制
度
改
正
に
よ
り
令
和
四

年
五
月
一
日
よ
り
六
十
五
歳
ま
で
加
入
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
六
十
歳
以
降
に
加
入
で
き
る

方
は
、
国
民
年
金
の
任
意
加
入
者
に
限
り

ま
す
。
国
民
年
金
の
任
意
加
入
者
と
は
、

国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
済
期
間
が
四
百

八
十
月
（
四
十
年
）
に
満
た
な
い
六
十
歳

以
上
六
十
五
歳
未
満
の
方
で
、
年
金
額
の

充
実
を
目
的
と
し
て
、
国
民
年
金
に
任
意

で
加
入
し
て
い
る
方
を
い
い
ま
す
。

※
六
十
歳
以
降
、
農
業
者
年
金
に
加
入
す

る
場
合
は
通
常
加
入
の
み
と
な
り
ま
す
。

※
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
資
格
は
六
十

歳
に
達
し
た
時
に
自
動
的
に
喪
失
す
る

た
め
、
引
き
続
き
農
業
者
年
金
に
加
入

す
る
場
合
は
再
度
農
業
者
年
金
の
加
入

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
農
業
者
年
金
に
加
入
す
る
と
、
国
民
年

金
の
付
加
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

①
農
業
者
な
ら
加
入
で
き
る
終
身
年
金

　
年
間
六
十
日
以
上
農
業
に
従
事
し
、
国

民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
（
保
険
料
免
除

者
を
除
く
）
で
あ
る
二
十
歳
以
上
六
十
歳

未
満
（
令
和
三
年
十
月
現
在
）
の
方
が
加

入
で
き
ま
す
。

②
変
更
手
数
料
は
不
要
。
保
険
料
の
見
直

し
が
い
つ
で
も
可
能

　
経
営
状
況
や
老
後
の
生
活
設
計
に
応
じ

て
、
保
険
料
を
加
入
後
い
つ
で
も
変
更
で

き
、
年
払
い
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
途
中

で
脱
退
・
再
加
入
も
で
き
ま
す
。

③
生
涯
を
通
じ
て
税
制
面
で
大
き
な
優
遇

措
置
が
あ
り
ま
す

　
支
払
っ
た
保
険
料
は
家
族
の
分
も
含
め

て
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
将
来
受
け
取
る
農
業
者

年
金
に
は
公
的
年
金
等
控
除
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

④
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
は
、
保
険

料
の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま
す

　
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
の
方
や
、
そ

の
方
と
家
族
経
営
協
定
を
結
ん
だ
配
偶
者

・
後
継
者
の
方
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た

す
方
に
は
、
保
険
料
の
国
庫
補
助
（
月
額

二
万
円
の
保
険
料
の
う
ち
最
大
一
万
円
）

が
あ
り
ま
す
。

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に

　
　
　

合
わ
せ
た
加
入
が
可
能

　
今
ま
で
「
保
険
料
の
下
限
が
二
万
円
は

高
い
」
と
い
っ
た
理
由
で
加
入
を
見
合
わ

せ
て
い
た
方
も
、「
収
入
が
あ
る
う
ち
は

余
裕
が
あ
る
の
で
年
金
の
受
給
開
始
時
期

を
遅
ら
せ
た
い
」
と
お
考
え
の
方
も
、
よ

り
幅
広
く
加
入
や
受
給
に
つ
い
て
選
択
が

可
能
に
な
り
ま
す
。
農
業
者
年
金
に
関
す

る
ご
相
談
等
は
営
農
生
活
課
（
松
戸
経
済

セ
ン
タ
ー
）
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。

改
正
そ
の
３

農
業
者
年
金
の
加
入
可
能
年
齢
が
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す

農
業
者
年
金
な
ら
で
は
の

こ
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
！

農
業
振
興
課

斎
藤
淑
美

営
農
生
活
課

【
保
険
料
引
き
下
げ
の
対
象
者
】

　
　

次
の
１
～
５
の
い
ず
れ
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　

該
当
し
な
い
方

１
　
認
定
農
業
者
か
つ
青
色
申
告
者

２
　
認
定
就
農
者
か
つ
青
色
申
告
者

３
　
１
又
は
２
の
者
と
家
族
経
営
協
定

を
締
結
し
経
営
に
参
画
し
て
い
る

配
偶
者
又
は
直
系
卑
属

４
　
認
定
農
業
者
又
は
青
色
申
告
者

５
　
１
又
は
２
以
外
の
農
業
を
営
む
者

の
直
系
卑
属
で
、
そ
の
農
業
に
常

時
従
事
す
る
後
継
者

改
正
そ
の
２

　

農
業
者
年
金
の
受
給
開
始
時
期
の

　

選
択
肢
が
広
が
り
ま
す

【全体運】運勢に勢いがあり目標に向けて始動するのに最適。無理を通せるときだけに周囲への配慮も忘れずに。情報発信を
【健康運】我慢し過ぎは禁物。不調を感じたら病院へ
【幸運の食べ物】ニンジン

天秤座　9/23～10/23

【全体運】予定を詰め込み過ぎないで。マイペースを保てる「余裕」が勝利の鍵を握っています。音楽や映画観賞がお勧め
【健康運】ゆったりティータイムでリフレッシュ
【幸運の食べ物】レンコン

蠍座　10/24～11/22


